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財財団団法法人人  中中部部科科学学技技術術セセンンタターー  



              財財団団法法人人中中部部科科学学技技術術セセンンタターー寄寄附附行行為為  

                                                

                            第第１１章章  名名称称及及びび事事務務所所  

  

  （（名名称称））                                    

  第第１１条条  ここのの法法人人はは、、財財団団法法人人中中部部科科学学技技術術セセンンタターー（（英英文文名名ＴＴＨＨＥＥ  ＦＦＯＯＵＵＮＮＤＤ--

    ＡＡＴＴＩＩＯＯＮＮ  ＯＯＦＦ  ＣＣＨＨＵＵＢＢＵＵ  ＳＳＣＣＩＩＥＥＮＮＣＣＥＥ  ＆＆  ＴＴＥＥＣＣＨＨＮＮＯＯＬＬＯＯＧＧＹＹ  

    ＣＣＥＥＮＮＴＴＥＥＲＲ。。略略称称「「ＣＣＳＳＴＴＣＣ」」））とと称称すするる。。    

  

  （（事事務務所所））      

第第２２条条  ここのの法法人人はは、、主主たたるる事事務務所所をを愛愛知知県県名名古古屋屋市市中中区区大大須須一一丁丁目目３３５５番番１１８８号号にに置置くく。。  

２２  ここのの法法人人はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、必必要要のの地地にに支支部部をを置置くくここととががででききるる。。  

  

                              第第２２章章  目目的的及及びび事事業業  

          

  （（目目的的））      

  第第３３条条  ここのの法法人人はは、、科科学学技技術術振振興興にに関関すするる諸諸事事業業をを総総合合的的かかつつ効効果果的的にに推推進進しし、、科科

    学学技技術術水水準準のの向向上上をを図図りり、、ももっってて中中部部地地方方産産業業のの発発展展にに寄寄与与すするるここととをを目目的的ととすするる。。  

  

  （（事事業業））    

  第第４４条条  ここのの法法人人はは、、前前条条のの目目的的をを達達成成すするるたためめ、、次次のの事事業業をを行行うう。。  

（（１１））科科学学技技術術のの研研究究及及びび開開発発のの促促進進及及びび助助成成    

（（２２））中中小小企企業業のの技技術術振振興興      

（（３３））科科学学技技術術のの普普及及及及びび啓啓発発      

（（４４））科科学学技技術術振振興興にに関関すするる調調査査及及びび意意見見具具申申  

（（５５））産産業業界界とと学学界界、、研研究究機機関関及及びび官官庁庁ととのの連連けけいい強強化化      

（（６６））科科学学技技術術関関係係団団体体活活動動のの援援助助及及びび連連けけいいのの促促進進      

（（７７））地地域域産産業業技技術術基基盤盤のの整整備備                

（（８８））地地域域産産業業技技術術にに関関すするる相相談談・・指指導導        

（（９９））そそのの他他ここのの法法人人のの目目的的達達成成にに必必要要なな事事業業    

    

                      第第３３章章  資資産産及及びび会会計計  

    

  （（資資産産のの構構成成））  

  第第５５条条  ここのの法法人人のの資資産産はは、、次次にに掲掲げげるるももののををももっってて構構成成すするる。。  

（（１１））設設立立当当初初のの財財産産目目録録にに記記載載さされれたた財財産産      

設立許可　昭和４２年　８月２８日付　　　　４２振第２００５号

変更認可　昭和４４年　７月２５日付　　　　４４振第１３５９号

　　　　　昭和４８年１１月１６日付　　　　４８振第２６３６号

　　　　　昭和５１年１０月１６日付　　　　５１振第１８４１号

　　　　　昭和５６年　５月１５日付　　　　５６振第　２８８号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６工技総第２１２９号

　　　　　平成　８年　９月１１日付　　　　　８振第　４１２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８工技総第１６４０号

　　　　　平成２２年　７月１３日付　２２受文科科第３１２０号
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              財財団団法法人人中中部部科科学学技技術術セセンンタターー寄寄附附行行為為  

                                                

                            第第１１章章  名名称称及及びび事事務務所所  

  

  （（名名称称））                                    

  第第１１条条  ここのの法法人人はは、、財財団団法法人人中中部部科科学学技技術術セセンンタターー（（英英文文名名ＴＴＨＨＥＥ  ＦＦＯＯＵＵＮＮＤＤ--

    ＡＡＴＴＩＩＯＯＮＮ  ＯＯＦＦ  ＣＣＨＨＵＵＢＢＵＵ  ＳＳＣＣＩＩＥＥＮＮＣＣＥＥ  ＆＆  ＴＴＥＥＣＣＨＨＮＮＯＯＬＬＯＯＧＧＹＹ  

    ＣＣＥＥＮＮＴＴＥＥＲＲ。。略略称称「「ＣＣＳＳＴＴＣＣ」」））とと称称すするる。。    

  

  （（事事務務所所））      

第第２２条条  ここのの法法人人はは、、主主たたるる事事務務所所をを愛愛知知県県名名古古屋屋市市中中区区大大須須一一丁丁目目３３５５番番１１８８号号にに置置くく。。  

２２  ここのの法法人人はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、必必要要のの地地にに支支部部をを置置くくここととががででききるる。。  

  

                              第第２２章章  目目的的及及びび事事業業  

          

  （（目目的的））      

  第第３３条条  ここのの法法人人はは、、科科学学技技術術振振興興にに関関すするる諸諸事事業業をを総総合合的的かかつつ効効果果的的にに推推進進しし、、科科

    学学技技術術水水準準のの向向上上をを図図りり、、ももっってて中中部部地地方方産産業業のの発発展展にに寄寄与与すするるここととをを目目的的ととすするる。。  

  

  （（事事業業））    

  第第４４条条  ここのの法法人人はは、、前前条条のの目目的的をを達達成成すするるたためめ、、次次のの事事業業をを行行うう。。  

（（１１））科科学学技技術術のの研研究究及及びび開開発発のの促促進進及及びび助助成成    

（（２２））中中小小企企業業のの技技術術振振興興      

（（３３））科科学学技技術術のの普普及及及及びび啓啓発発      

（（４４））科科学学技技術術振振興興にに関関すするる調調査査及及びび意意見見具具申申  

（（５５））産産業業界界とと学学界界、、研研究究機機関関及及びび官官庁庁ととのの連連けけいい強強化化      

（（６６））科科学学技技術術関関係係団団体体活活動動のの援援助助及及びび連連けけいいのの促促進進      

（（７７））地地域域産産業業技技術術基基盤盤のの整整備備                

（（８８））地地域域産産業業技技術術にに関関すするる相相談談・・指指導導        

（（９９））そそのの他他ここのの法法人人のの目目的的達達成成にに必必要要なな事事業業    

    

                      第第３３章章  資資産産及及びび会会計計  

    

  （（資資産産のの構構成成））  

  第第５５条条  ここのの法法人人のの資資産産はは、、次次にに掲掲げげるるももののををももっってて構構成成すするる。。  

（（１１））設設立立当当初初のの財財産産目目録録にに記記載載さされれたた財財産産      
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（（２２））寄寄附附金金品品      

（（３３））賛賛助助会会費費収収入入                          

（（４４））資資産産かからら生生ずずるる収収入入                    

（（５５））事事業業にに伴伴うう収収入入                        

（（６６））そそのの他他                                

  

  （（資資産産のの種種別別））  

  第第６６条条  ここのの法法人人のの資資産産はは、、基基本本財財産産とと運運用用財財産産のの２２種種ととすするる。。  

  ２２  基基本本財財産産はは、、次次にに掲掲げげるるももののををももっってて構構成成すするる。。  

（（１１））設設立立当当初初のの財財産産目目録録中中基基本本財財産産のの部部にに記記載載さされれたた財財産産  

（（２２））設設立立後後基基本本財財産産ととししてて寄寄附附さされれたた財財産産  

（（３３））理理事事会会のの議議決決にによよりり基基本本財財産産にに繰繰りり入入れれらられれたた財財産産  

  ３３  運運用用財財産産はは、、基基本本財財産産以以外外のの財財産産ををももっってて構構成成すするる。。    

  

  （（資資産産のの管管理理））  

  第第７７条条  ここのの法法人人のの資資産産はは、、理理事事会会のの定定めめるるととこころろにによよりり会会長長がが管管理理すするる。。たただだしし、、

    基基本本財財産産ののううちち現現金金はは、、銀銀行行等等へへのの預預けけ入入れれ、、信信託託会会社社へへのの信信託託、、又又はは国国公公社社債債のの

      購購入入等等安安全全確確実実なな方方法法でで保保管管ししななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（基基本本財財産産のの処処分分））  

  第第８８条条  基基本本財財産産はは、、譲譲渡渡しし、、交交換換しし、、担担保保にに供供しし、、又又はは運運用用財財産産にに繰繰りり入入れれててははなな

ららなないい。。たただだしし、、ここのの法法人人のの業業務務のの遂遂行行上上ややむむをを得得なないい理理由由ががああるるととききはは、、理理事事会会

及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて、、そそれれぞぞれれ理理事事現現在在数数及及びび評評議議員員現現在在数数のの４４分分のの３３以以上上のの議議

決決をを経経、、かかつつ、、文文部部科科学学大大臣臣及及びび経経済済産産業業大大臣臣（（以以下下「「主主務務大大臣臣」」とといいうう））のの承承認認

をを受受けけてて、、そそのの一一部部にに限限りり、、ここれれららのの処処分分ををすするるここととががででききるる。。  

  

  （（経経費費支支弁弁））  

  第第９９条条  ここのの法法人人のの経経費費はは、、運運用用財財産産ををももっってて支支弁弁すするる。。    

  

  （（特特別別会会計計））  

  第第１１００条条  ここのの法法人人はは、、事事業業のの遂遂行行上上必必要要ががああるるととききはは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、特特別別

    会会計計をを設設けけるるここととががででききるる。。      

  ２２  前前項項のの特特別別会会計計はは、、一一般般のの経経理理とと区区分分ししてて整整理理すするるももののととすするる。。  

  

  （（事事業業年年度度））  

  第第１１１１条条  ここのの法法人人のの事事業業年年度度はは、、毎毎年年４４月月１１日日にに始始ままりり、、翌翌年年３３月月３３１１日日にに終終わわるる。。  

    （（事事業業計計画画及及びび予予算算））  

  第第１１２２条条  ここのの法法人人のの事事業業計計画画及及びびここれれにに伴伴うう予予算算にに関関すするる書書類類はは、、会会長長がが作作成成しし、、

    理理事事会会ににおおいいてて理理事事現現在在数数のの３３分分２２以以上上のの議議決決及及びび評評議議員員会会のの同同意意をを経経てて、、毎毎事事業業

    年年度度開開始始前前にに主主務務大大臣臣にに届届けけ出出ななけけれればばななららなないい。。ままたた、、ここれれをを変変更更すするる場場合合もも同同

    様様ととすするる。。  

  

  （（事事業業報報告告及及びび決決算算））  

  第第１１３３条条  ここのの法法人人のの事事業業報報告告及及びび決決算算はは、、毎毎事事業業年年度度終終了了後後、、会会長長がが事事業業報報告告書書、、

    収収支支計計算算書書、、正正味味財財産産増増減減計計算算書書、、貸貸借借対対照照表表及及びび財財産産目目録録等等ととししてて作作成成しし、、監監事事

    のの監監査査をを受受けけ、、理理事事会会ににおおいいてて理理事事現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの議議決決をを経経、、評評議議員員会会にに

    報報告告ししななけけれればばななららなないい。。ままたた、、そそのの事事業業年年度度終終了了後後３３ヶヶ月月以以内内にに主主務務大大臣臣にに報報告告

    ししななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（収収支支差差額額のの処処分分））  

  第第１１４４条条  ここのの法法人人のの毎毎事事業業年年度度のの収収支支差差額額はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、翌翌事事業業年年度度にに

    繰繰りり越越しし、、又又ははそそのの全全部部若若ししくくはは一一部部をを基基本本財財産産にに繰繰りり入入れれるるももののととすするる。。  

  

    （（長長期期借借入入金金））  

  第第１１５５条条  ここのの法法人人がが、、資資金金のの借借入入ををししよよううととすするるととききはは、、そそのの事事業業年年度度のの収収入入ををもも

    っってて償償還還すするる短短期期借借入入金金をを除除きき、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいててそそれれぞぞれれ理理事事現現在在数数

    及及びび評評議議員員現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの議議決決をを経経、、かかつつ、、主主務務大大臣臣のの承承認認をを受受けけななけけれれ

    ばばななららなないい。。  

  

  （（義義務務のの負負担担及及びび権権利利のの放放棄棄））  

  第第１１６６条条  第第８８条条たただだしし書書及及びび前前条条のの規規定定にに該該当当すするる場場合合並並びびにに収収支支予予算算でで定定めめるるももののをを除除きき、、

ここのの法法人人がが新新たたにに義義務務をを負負担担しし、、又又はは権権利利をを放放棄棄ししよよううととすするるととききはは、、理理事事会会ににおおいいてて理理事事

現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの議議決決及及びび評評議議員員会会のの同同意意をを経経ななけけれればばななららなないい。。  

  

                            第第４４章章  役役員員、、評評議議員員等等  

  

  （（役役員員のの種種類類及及びび定定数数））      

  第第１１７７条条  ここのの法法人人にに、、次次のの役役員員をを置置くく。。  

（（１１））理理事事  ４４００人人以以上上４４５５人人以以内内  

（（２２））監監事事  ２２人人以以上上５５人人以以内内  

  ２２  理理事事ののううちち、、１１人人をを会会長長、、６６人人以以上上８８人人以以内内をを副副会会長長、、５５人人以以上上８８人人以以内内をを常常任任

    理理事事、、１１人人をを専専務務理理事事ととすするる。。  
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    （（事事業業計計画画及及びび予予算算））  

  第第１１２２条条  ここのの法法人人のの事事業業計計画画及及びびここれれにに伴伴うう予予算算にに関関すするる書書類類はは、、会会長長がが作作成成しし、、

    理理事事会会ににおおいいてて理理事事現現在在数数のの３３分分２２以以上上のの議議決決及及びび評評議議員員会会のの同同意意をを経経てて、、毎毎事事業業

    年年度度開開始始前前にに主主務務大大臣臣にに届届けけ出出ななけけれればばななららなないい。。ままたた、、ここれれをを変変更更すするる場場合合もも同同

    様様ととすするる。。  

  

  （（事事業業報報告告及及びび決決算算））  

  第第１１３３条条  ここのの法法人人のの事事業業報報告告及及びび決決算算はは、、毎毎事事業業年年度度終終了了後後、、会会長長がが事事業業報報告告書書、、

    収収支支計計算算書書、、正正味味財財産産増増減減計計算算書書、、貸貸借借対対照照表表及及びび財財産産目目録録等等ととししてて作作成成しし、、監監事事

    のの監監査査をを受受けけ、、理理事事会会ににおおいいてて理理事事現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの議議決決をを経経、、評評議議員員会会にに

    報報告告ししななけけれればばななららなないい。。ままたた、、そそのの事事業業年年度度終終了了後後３３ヶヶ月月以以内内にに主主務務大大臣臣にに報報告告

    ししななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（収収支支差差額額のの処処分分））  

  第第１１４４条条  ここのの法法人人のの毎毎事事業業年年度度のの収収支支差差額額はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、翌翌事事業業年年度度にに

    繰繰りり越越しし、、又又ははそそのの全全部部若若ししくくはは一一部部をを基基本本財財産産にに繰繰りり入入れれるるももののととすするる。。  

  

    （（長長期期借借入入金金））  

  第第１１５５条条  ここのの法法人人がが、、資資金金のの借借入入ををししよよううととすするるととききはは、、そそのの事事業業年年度度のの収収入入ををもも

    っってて償償還還すするる短短期期借借入入金金をを除除きき、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいててそそれれぞぞれれ理理事事現現在在数数

    及及びび評評議議員員現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの議議決決をを経経、、かかつつ、、主主務務大大臣臣のの承承認認をを受受けけななけけれれ

    ばばななららなないい。。  

  

  （（義義務務のの負負担担及及びび権権利利のの放放棄棄））  

  第第１１６６条条  第第８８条条たただだしし書書及及びび前前条条のの規規定定にに該該当当すするる場場合合並並びびにに収収支支予予算算でで定定めめるるももののをを除除きき、、

ここのの法法人人がが新新たたにに義義務務をを負負担担しし、、又又はは権権利利をを放放棄棄ししよよううととすするるととききはは、、理理事事会会ににおおいいてて理理事事

現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの議議決決及及びび評評議議員員会会のの同同意意をを経経ななけけれればばななららなないい。。  

  

                            第第４４章章  役役員員、、評評議議員員等等  

  

  （（役役員員のの種種類類及及びび定定数数））      

  第第１１７７条条  ここのの法法人人にに、、次次のの役役員員をを置置くく。。  

（（１１））理理事事  ４４００人人以以上上４４５５人人以以内内  

（（２２））監監事事  ２２人人以以上上５５人人以以内内  

  ２２  理理事事ののううちち、、１１人人をを会会長長、、６６人人以以上上８８人人以以内内をを副副会会長長、、５５人人以以上上８８人人以以内内をを常常任任

    理理事事、、１１人人をを専専務務理理事事ととすするる。。  
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  ３３  理理事事ののううちち、、１１人人をを必必要要にに応応じじ常常務務理理事事ととすするるここととががででききるる。。    

    

  （（役役員員のの選選任任等等））  

  第第１１８８条条  理理事事及及びび監監事事はは、、評評議議員員会会ににおおいいてて選選任任すするる。。      

  ２２  理理事事はは互互選選にによよりり、、会会長長、、副副会会長長、、常常任任理理事事、、専専務務理理事事及及びび常常務務理理事事をを選選任任すするる。。

  ３３  理理事事及及びび監監事事はは、、相相互互ににここれれをを兼兼ねねるるここととががででききなないい。。  

  ４４  理理事事ののいいずずれれかか１１名名ととそそのの親親族族そそのの他他特特別別のの関関係係ににああるる者者のの合合計計数数がが、、理理事事現現在在

    数数のの３３分分のの１１をを超超ええててははななららなないい。。  

  ５５  監監事事はは、、相相互互にに親親族族そそのの他他特特別別のの関関係係ににああるる者者ででああっっててははななららなないい。。ままたた、、監監事事

    ににはは、、ここのの法法人人のの理理事事、、理理事事のの親親族族そそのの他他特特別別のの関関係係ににああるる者者又又はは職職員員がが含含ままれれてて

    ははななららなないい。。  

  

  （（役役員員のの職職務務及及びび権権限限））  

  第第１１９９条条  会会長長はは、、ここのの法法人人をを代代表表しし、、そそのの業業務務をを総総理理すするる。。  

  ２２  副副会会長長はは、、会会長長をを補補佐佐ししててここのの法法人人のの業業務務をを掌掌理理しし、、会会長長にに事事故故ががああるるとときき又又はは

    欠欠けけたたととききはは、、会会長長ががああららかかじじめめ定定めめたた順順位位にによよりり、、そそのの職職務務をを代代理理しし、、又又ははそそのの

    職職務務をを行行うう。。  

  ３３  常常任任理理事事はは、、会会長長かかららのの特特命命事事項項ににつついいてて審審議議、、検検討討しし意意見見具具申申すするる。。  

  ４４  専専務務理理事事はは、、会会長長及及びび副副会会長長をを補補佐佐しし、、業業務務をを総総括括すするる。。      

  ５５  常常務務理理事事はは、、専専務務理理事事をを補補佐佐しし、、業業務務をを処処理理しし、、専専務務理理事事にに事事故故ががああるるとときき又又はは

    欠欠けけたたととききはは、、そそのの職職務務をを代代理理しし、、又又ははそそのの職職務務をを行行うう。。  

  ６６  理理事事はは、、理理事事会会をを構構成成しし、、ここのの寄寄附附行行為為にに定定めめるるととこころろにによよりり、、ここのの法法人人のの業業務務

    をを議議決決しし、、執執行行すするる。。  

  ７７  監監事事はは、、次次にに掲掲げげるる職職務務をを行行うう。。  

（（１１））財財産産及及びび会会計計をを監監査査すするるこことと。。  

（（２２））理理事事のの業業務務執執行行状状況況をを監監査査すするるこことと。。  

（（３３））財財産産、、会会計計及及びび業業務務のの執執行行ににつついいてて、、不不整整のの事事実実をを発発見見ししたたととききはは、、ここれれをを理理

      事事会会及及びび評評議議員員会会又又はは主主務務大大臣臣にに報報告告すするるこことと。。  

  （（４４））前前号号のの報報告告ををすするるたためめ必必要要ががああるるととききはは、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会のの招招集集をを請請求求しし、、

      又又はは招招集集すするるこことと。。  

  （（役役員員のの任任期期））  

  第第２２００条条  役役員員のの任任期期はは、、２２年年ととすするる。。たただだしし、、再再任任をを妨妨げげなないい。。      

  ２２  補補欠欠又又はは増増員員にによよりり選選任任さされれたた役役員員のの任任期期はは、、前前任任者者又又はは現現任任者者のの残残任任期期間間ととすす

    るる。。  

  ３３  役役員員はは、、辞辞任任又又はは任任期期終終了了後後ににおおいいててもも、、後後任任者者がが就就任任すするるままでではは、、そそのの職職務務をを

    行行わわななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（役役員員のの解解任任））  

  第第２２１１条条  役役員員がが次次のの各各号号のの一一にに該該当当すするるととききはは、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて、、そそ

    れれぞぞれれ理理事事現現在在数数及及びび評評議議員員現現在在数数のの４４分分のの３３以以上上のの議議決決にに基基づづいいてて解解任任すするるここ

    ととががででききるる。。ここのの場場合合、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて議議決決すするる前前にに、、そそのの役役員員にに弁弁

        明明のの機機会会をを与与ええななけけれればばななららなないい。。  

（（１１））心心身身のの故故障障ののたためめ職職務務のの執執行行にに堪堪ええなないいとと認認めめらられれるるとときき。。        

（（２２））職職務務上上のの義義務務違違反反そそのの他他役役員員ととししててふふささわわししくくなないい行行為為ががああるるとと認認めめらられれるるとと

      きき。。  

  

  （（役役員員のの報報酬酬））  

  第第２２２２条条  役役員員はは無無給給ととすするる。。たただだしし、、常常勤勤のの役役員員はは有有給給ととすするるここととががででききるる。。  

  ２２  役役員員ににはは費費用用をを弁弁償償すするるここととががででききるる。。  

  ３３  前前２２項項にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長がが別別にに定定めめるる。。  

  

  （（評評議議員員））  

  第第２２３３条条  ここのの法法人人にに、、評評議議員員５５５５人人以以上上６６００人人以以内内をを置置くく。。  

  ２２  評評議議員員はは、、理理事事会会でで選選出出しし、、会会長長ががここれれをを委委嘱嘱すするる。。  

  ３３  評評議議員員はは、、役役員員をを兼兼ねねるるここととががででききなないい。。  

  ４４  評評議議員員はは、、評評議議員員会会をを構構成成しし、、ここのの寄寄附附行行為為にに定定めめるるももののののほほかか、、会会長長のの諮諮問問にに

    応応じじ、、必必要要なな事事項項ににつついいてて審審議議しし、、助助言言すするる。。  

  ５５  評評議議員員のの選選出出にに当当たたっっててはは、、役役員員又又はは評評議議員員ののいいずずれれかか１１人人ととそそのの親親族族そそのの他他特特

    別別なな関関係係ににああるる者者のの数数がが、、評評議議員員現現在在数数のの３３分分のの１１をを超超ええててははななららなないい。。  

  ６６  評評議議員員ににはは、、第第２２００条条、、第第２２１１条条及及びび第第２２２２条条のの規規定定をを準準用用すするる。。ここのの場場合合ににおお

    いいてて、、ここれれららのの条条文文中中「「役役員員」」ととああるるののはは「「評評議議員員」」とと読読みみ替替ええるるももののととすするる。。  
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  （（役役員員のの任任期期））  

  第第２２００条条  役役員員のの任任期期はは、、２２年年ととすするる。。たただだしし、、再再任任をを妨妨げげなないい。。      

  ２２  補補欠欠又又はは増増員員にによよりり選選任任さされれたた役役員員のの任任期期はは、、前前任任者者又又はは現現任任者者のの残残任任期期間間ととすす

    るる。。  

  ３３  役役員員はは、、辞辞任任又又はは任任期期終終了了後後ににおおいいててもも、、後後任任者者がが就就任任すするるままでではは、、そそのの職職務務をを

    行行わわななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（役役員員のの解解任任））  

  第第２２１１条条  役役員員がが次次のの各各号号のの一一にに該該当当すするるととききはは、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて、、そそ

    れれぞぞれれ理理事事現現在在数数及及びび評評議議員員現現在在数数のの４４分分のの３３以以上上のの議議決決にに基基づづいいてて解解任任すするるここ

    ととががででききるる。。ここのの場場合合、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて議議決決すするる前前にに、、そそのの役役員員にに弁弁

        明明のの機機会会をを与与ええななけけれればばななららなないい。。  

（（１１））心心身身のの故故障障ののたためめ職職務務のの執執行行にに堪堪ええなないいとと認認めめらられれるるとときき。。        

（（２２））職職務務上上のの義義務務違違反反そそのの他他役役員員ととししててふふささわわししくくなないい行行為為ががああるるとと認認めめらられれるるとと

      きき。。  

  

  （（役役員員のの報報酬酬））  

  第第２２２２条条  役役員員はは無無給給ととすするる。。たただだしし、、常常勤勤のの役役員員はは有有給給ととすするるここととががででききるる。。  

  ２２  役役員員ににはは費費用用をを弁弁償償すするるここととががででききるる。。  

  ３３  前前２２項項にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長がが別別にに定定めめるる。。  

  

  （（評評議議員員））  

  第第２２３３条条  ここのの法法人人にに、、評評議議員員５５５５人人以以上上６６００人人以以内内をを置置くく。。  

  ２２  評評議議員員はは、、理理事事会会でで選選出出しし、、会会長長ががここれれをを委委嘱嘱すするる。。  

  ３３  評評議議員員はは、、役役員員をを兼兼ねねるるここととががででききなないい。。  

  ４４  評評議議員員はは、、評評議議員員会会をを構構成成しし、、ここのの寄寄附附行行為為にに定定めめるるももののののほほかか、、会会長長のの諮諮問問にに

    応応じじ、、必必要要なな事事項項ににつついいてて審審議議しし、、助助言言すするる。。  

  ５５  評評議議員員のの選選出出にに当当たたっっててはは、、役役員員又又はは評評議議員員ののいいずずれれかか１１人人ととそそのの親親族族そそのの他他特特

    別別なな関関係係ににああるる者者のの数数がが、、評評議議員員現現在在数数のの３３分分のの１１をを超超ええててははななららなないい。。  

  ６６  評評議議員員ににはは、、第第２２００条条、、第第２２１１条条及及びび第第２２２２条条のの規規定定をを準準用用すするる。。ここのの場場合合ににおお

    いいてて、、ここれれららのの条条文文中中「「役役員員」」ととああるるののはは「「評評議議員員」」とと読読みみ替替ええるるももののととすするる。。  
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  （（顧顧問問及及びび参参与与））      

  第第２２４４条条  ここのの法法人人にに、、顧顧問問１１１１人人以以内内及及びび参参与与１１４４人人以以内内をを置置くくここととががででききるる。。  

  ２２  顧顧問問及及びび参参与与はは、、会会長長がが理理事事会会のの承承認認をを得得てて、、学学識識経経験験者者又又ははここのの法法人人にに功功労労のの

    ああっったた者者ののううちちかからら委委嘱嘱すするる。。  

  ３３  顧顧問問はは、、ここのの法法人人のの重重要要事事項項にに関関しし、、参参与与はは、、ここのの法法人人のの運運営営にに関関しし、、そそれれぞぞれれ

    会会長長のの諮諮問問にに応応じじ、、又又はは会会長長にに対対しし意意見見をを具具申申すするる。。  

  ４４  顧顧問問及及びび参参与与のの任任期期はは、、第第２２００条条のの規規定定をを準準用用すするる。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、条条文文中中

    「「役役員員」」ととああるるののはは「「顧顧問問」」又又はは「「参参与与」」とと読読みみ替替ええるるももののととすするる。。  

          

  （（委委員員会会及及びび委委員員））  

  第第２２５５条条  ここのの法法人人はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、専専門門事事項項をを調調査査審審議議すするるたためめ必必要要なな委委

    員員会会をを置置くくここととががででききるる。。  

  ２２  委委員員会会のの委委員員はは、、会会長長がが委委嘱嘱すするる。。  

  ３３  前前２２項項ののほほかか、、委委員員会会及及びび委委員員にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長

    がが別別にに定定めめるる。。  

  

  （（賛賛助助会会員員））  

  第第２２６６条条  ここのの法法人人にに、、賛賛助助会会員員をを置置くくここととががででききるる。。      

  ２２  賛賛助助会会員員はは、、ここのの法法人人のの目目的的にに賛賛同同しし、、賛賛助助会会費費をを納納入入すするる個個人人及及びび法法人人ととすするる。。

  ３３  前前２２項項ののほほかか、、賛賛助助会会員員にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長がが別別にに

    定定めめるる。。  

  

  （（事事務務局局及及びび職職員員））  

  第第２２７７条条  ここのの法法人人にに、、事事務務局局をを置置くく。。  

  ２２  事事務務局局にに事事務務局局長長ののほほかか所所要要のの職職員員をを置置くく。。  

  ３３  事事務務局局長長はは、、会会長長がが任任命命すするる。。  

  ４４  前前各各項項ののほほかか事事務務局局及及びび職職員員にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、理理事事会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長がが

    別別にに定定めめるる。。  

  

                          第第５５章章  会会  議議  

  

  （（会会議議））  

  第第２２８８条条  ここのの法法人人のの会会議議はは、、次次ののととおおりりととすするる。。  

（（１１））理理事事会会  

（（２２））評評議議員員会会  

    

  （（理理事事会会のの開開催催））  

  第第２２９９条条  理理事事会会はは、、通通常常理理事事会会とと臨臨時時理理事事会会のの２２種種ととすするる。。  

  ２２  通通常常理理事事会会はは、、毎毎年年２２回回開開催催すするる。。  

  ３３  臨臨時時理理事事会会はは、、次次のの各各号号のの一一にに該該当当すするる場場合合にに開開催催すするる。。  

（（１１））会会長長がが必必要要とと認認めめたたとときき。。  

（（２２））理理事事現現在在数数のの５５分分のの１１以以上上かからら、、会会議議のの目目的的ででああるる事事項項をを記記載載ししたた書書面面ををももっっ

      てて招招集集のの請請求求ががああっったたとときき。。  

（（３３））第第１１９９条条第第７７項項第第４４号号のの規規定定にによよりり、、監監事事かからら招招集集のの請請求求ががああっったたとときき。。  

  

  （（理理事事会会のの招招集集及及びび議議長長））  

  第第３３００条条  理理事事会会はは、、会会長長がが招招集集しし、、会会長長ががそそのの議議長長ととななるる。。      

  ２２  会会長長はは、、第第２２９９条条第第３３項項第第２２号号及及びび第第３３号号にに該該当当すするる場場合合はは、、そそのの日日かからら１１４４日日

    以以内内にに臨臨時時理理事事会会をを招招集集ししななけけれればばななららなないい。。  

  ３３  理理事事会会をを招招集集すするるととききはは、、会会議議のの日日時時、、場場所所、、目目的的及及びび審審議議事事項項をを記記載載ししたた書書面面

    ををももっってて、、少少ななくくとともも７７日日前前ままででにに通通知知ししななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（理理事事会会のの定定足足数数））  

  第第３３１１条条  理理事事会会はは、、理理事事現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの者者がが出出席席ししななけけれればば会会議議をを開開きき、、

議議決決すするるここととががででききなないい。。  

  

  （（理理事事会会のの議議決決））  

  第第３３２２条条  理理事事会会のの議議事事はは、、ここのの寄寄附附行行為為にに特特別別のの定定めめののああるる場場合合をを除除きき、、理理事事会会にに

    出出席席ししたた理理事事のの過過半半数数ををももっってて決決しし、、可可否否同同数数ののととききはは、、議議長長のの決決すするるととこころろにによよ

    るる。。  

  

  （（理理事事会会のの欠欠席席者者のの表表決決））  

  第第３３３３条条  ややむむをを得得なないい理理由由にによよりり理理事事会会にに出出席席ででききなないい理理事事はは、、ああららかかじじめめ通通知知ささ

    れれたた事事項項にに関関しし、、書書面面ををももっっててそそのの議議決決権権をを行行使使すするるここととががででききるる。。ここのの場場合合、、  

    書書面面ををももっってて議議決決権権をを行行使使ししたた理理事事はは、、理理事事会会にに出出席席ししたたももののととみみななすす。。  

  

  （（評評議議員員会会のの招招集集及及びび議議長長等等））  

  第第３３４４条条  評評議議員員会会はは、、会会長長がが招招集集しし、、そそのの議議長長はは、、評評議議員員のの互互選選にによよりり定定めめるる。。  

  

  （（理理事事等等のの評評議議員員会会へへのの出出席席））  

  第第３３５５条条  理理事事及及びび監監事事はは、、評評議議員員会会にに出出席席ししてて意意見見をを述述べべるるここととががででききるる。。たただだしし

    議議決決にに加加わわるるここととははででききなないい。。  
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  （（理理事事会会のの開開催催））  

  第第２２９９条条  理理事事会会はは、、通通常常理理事事会会とと臨臨時時理理事事会会のの２２種種ととすするる。。  

  ２２  通通常常理理事事会会はは、、毎毎年年２２回回開開催催すするる。。  

  ３３  臨臨時時理理事事会会はは、、次次のの各各号号のの一一にに該該当当すするる場場合合にに開開催催すするる。。  

（（１１））会会長長がが必必要要とと認認めめたたとときき。。  

（（２２））理理事事現現在在数数のの５５分分のの１１以以上上かからら、、会会議議のの目目的的ででああるる事事項項をを記記載載ししたた書書面面ををももっっ

      てて招招集集のの請請求求ががああっったたとときき。。  

（（３３））第第１１９９条条第第７７項項第第４４号号のの規規定定にによよりり、、監監事事かからら招招集集のの請請求求ががああっったたとときき。。  

  

  （（理理事事会会のの招招集集及及びび議議長長））  

  第第３３００条条  理理事事会会はは、、会会長長がが招招集集しし、、会会長長ががそそのの議議長長ととななるる。。      

  ２２  会会長長はは、、第第２２９９条条第第３３項項第第２２号号及及びび第第３３号号にに該該当当すするる場場合合はは、、そそのの日日かからら１１４４日日

    以以内内にに臨臨時時理理事事会会をを招招集集ししななけけれればばななららなないい。。  

  ３３  理理事事会会をを招招集集すするるととききはは、、会会議議のの日日時時、、場場所所、、目目的的及及びび審審議議事事項項をを記記載載ししたた書書面面

    ををももっってて、、少少ななくくとともも７７日日前前ままででにに通通知知ししななけけれればばななららなないい。。  

  

  （（理理事事会会のの定定足足数数））  

  第第３３１１条条  理理事事会会はは、、理理事事現現在在数数のの３３分分のの２２以以上上のの者者がが出出席席ししななけけれればば会会議議をを開開きき、、

議議決決すするるここととががででききなないい。。  

  

  （（理理事事会会のの議議決決））  

  第第３３２２条条  理理事事会会のの議議事事はは、、ここのの寄寄附附行行為為にに特特別別のの定定めめののああるる場場合合をを除除きき、、理理事事会会にに

    出出席席ししたた理理事事のの過過半半数数ををももっってて決決しし、、可可否否同同数数ののととききはは、、議議長長のの決決すするるととこころろにによよ

    るる。。  

  

  （（理理事事会会のの欠欠席席者者のの表表決決））  

  第第３３３３条条  ややむむをを得得なないい理理由由にによよりり理理事事会会にに出出席席ででききなないい理理事事はは、、ああららかかじじめめ通通知知ささ

    れれたた事事項項にに関関しし、、書書面面ををももっっててそそのの議議決決権権をを行行使使すするるここととががででききるる。。ここのの場場合合、、  

    書書面面ををももっってて議議決決権権をを行行使使ししたた理理事事はは、、理理事事会会にに出出席席ししたたももののととみみななすす。。  

  

  （（評評議議員員会会のの招招集集及及びび議議長長等等））  

  第第３３４４条条  評評議議員員会会はは、、会会長長がが招招集集しし、、そそのの議議長長はは、、評評議議員員のの互互選選にによよりり定定めめるる。。  

  

  （（理理事事等等のの評評議議員員会会へへのの出出席席））  

  第第３３５５条条  理理事事及及びび監監事事はは、、評評議議員員会会にに出出席席ししてて意意見見をを述述べべるるここととががででききるる。。たただだしし

    議議決決にに加加わわるるここととははででききなないい。。  
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  （（評評議議員員会会のの定定足足数数等等））  

  第第３３６６条条  第第２２９９条条第第３３項項、、第第３３００条条第第２２項項、、第第３３項項及及びび第第３３１１条条かからら第第３３３３条条ままでで

のの規規定定はは、、評評議議員員会会にに準準用用すするる。。ここのの場場合合、、ここれれららのの条条文文中中「「理理事事会会」」ととああるるののはは

「「評評議議員員会会」」とと、、「「理理事事」」ととああるるののはは「「評評議議員員」」とと、、そそれれぞぞれれ読読みみ替替ええるる。。  

  

  （（議議事事録録））  

  第第３３７７条条  会会議議のの議議事事ににつついいててはは、、次次のの事事項項をを記記載載ししたた議議事事録録をを作作成成ししななけけれればばなならら

    なないい。。  

（（１１））開開催催のの日日時時及及びび場場所所        

（（２２））会会議議のの構構成成員員のの現現在在数数      

（（３３））会会議議にに出出席席ししたた構構成成員員のの氏氏名名（（書書面面表表決決者者のの場場合合ににああっっててはは、、そそのの旨旨をを付付記記すす

るるこことと。。））  

（（４４））審審議議事事項項及及びび議議決決事事項項  

（（５５））議議事事のの経経過過のの概概要要及及びびそそのの結結果果  

（（６６））議議事事録録署署名名人人のの選選任任にに関関すするる事事項項  

  ２２  議議事事録録はは、、議議長長及及びび会会議議にに出出席席ししたた構構成成員員ののううちちかかららそそのの会会議議ににおおいいてて選選出出さされれ

    たた２２人人以以上上のの議議事事録録署署名名人人がが署署名名押押印印ををししななけけれればばななららなないい。。  

  

                        第第６６章章  寄寄附附行行為為のの変変更更及及びび解解散散  

  

  （（寄寄附附行行為為のの変変更更））  

  第第３３８８条条  ここのの寄寄附附行行為為はは、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて、、そそれれぞぞれれ理理事事現現在在数数及及びび

    評評議議員員現現在在数数のの４４分分のの３３以以上上のの議議決決をを経経、、かかつつ、、主主務務大大臣臣のの認認可可をを受受けけななけけれればば変変

    更更すするるここととががででききなないい。。  

  

  （（解解散散））  

  第第３３９９条条  ここのの法法人人はは、、基基本本財財産産のの滅滅失失にによよるるここのの財財団団のの目目的的ででああるる事事業業のの成成功功のの不不能能そそのの

他他法法令令でで定定めめらられれたた事事由由にによよっってて解解散散すするる。。  

  

  （（残残余余財財産産のの処処分分））  

  第第４４００条条  ここのの法法人人がが解解散散ののととききにに有有すするる残残余余財財産産はは、、理理事事会会及及びび評評議議員員会会ににおおいいてて

    そそれれぞぞれれ理理事事現現在在数数及及びび評評議議員員現現在在数数のの４４分分のの３３以以上上のの議議決決をを経経、、かかつつ、、主主務務大大臣臣

    のの許許可可をを受受けけてて、、国国若若ししくくはは地地方方公公共共団団体体又又ははここのの法法人人とと類類似似のの目目的的をを有有すするる公公益益

    法法人人にに寄寄附附すするるももののととすするる。。  

  

          

                                第第７７章章  補補  則則  

  

  （（備備ええ付付けけ書書類類及及びび帳帳簿簿））  

  第第４４１１条条  事事務務所所ににはは、、常常にに次次にに掲掲げげるる書書類類及及びび帳帳簿簿をを備備ええてておおかかななけけれればばななららなないい。。

    たただだしし、、他他のの法法令令にによよりりここれれにに代代わわるる書書類類及及びび帳帳簿簿をを備備ええたたるるととききはは、、ここのの限限りりでで

    ははなないい。。  

（（１１））寄寄附附行行為為  

（（２２））理理事事、、監監事事、、評評議議員員等等及及びび職職員員のの名名簿簿並並びびにに履履歴歴書書  

（（３３））許許可可、、認認可可等等及及びび登登記記にに関関すするる書書類類  

（（４４））寄寄附附行行為為にに定定めめるる機機関関のの議議事事にに関関すするる書書類類  

（（５５））収収入入、、支支出出にに関関すするる帳帳簿簿及及びび証証拠拠書書類類  

（（６６））資資産産、、負負債債及及びび正正味味財財産産のの状状況況をを示示すす書書類類      

（（７７））処処務務日日誌誌  

（（８８））そそのの他他必必要要なな書書類類及及びび帳帳簿簿  

  ２２  前前項項のの書書類類及及びび帳帳簿簿ののううちち、、第第１１号号かからら第第４４号号及及びび第第６６号号にに係係るるももののはは永永年年、、第第

５５号号にに係係るるももののはは１１００年年以以上上、、第第７７号号及及びび第第８８号号にに係係るるももののはは３３年年以以上上保保存存すするる

ももののととすするる。。  

  ３３  第第１１項項第第１１号号、、第第５５号号及及びび第第６６号号のの書書類類並並びびにに役役員員名名簿簿はは、、ここれれをを一一般般のの閲閲覧覧にに供供すするるもものの

ととすするる。。  

  

  （（細細則則））  

  第第４４２２条条  ここのの寄寄附附行行為為にに定定めめるるももののののほほかか、、ここのの法法人人のの運運営営にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、

    理理事事会会及及びび評評議議員員会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長がが別別にに定定めめるる。。  

  

  

  

    附附    則則（（平平成成２２２２年年７７月月１１３３日日））  

  

      ここのの寄寄附附行行為為のの改改正正規規定定はは、、主主務務大大臣臣のの認認可可ががああっったた日日かからら施施行行すするる。。  
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                                第第７７章章  補補  則則  

  

  （（備備ええ付付けけ書書類類及及びび帳帳簿簿））  

  第第４４１１条条  事事務務所所ににはは、、常常にに次次にに掲掲げげるる書書類類及及びび帳帳簿簿をを備備ええてておおかかななけけれればばななららなないい。。

    たただだしし、、他他のの法法令令にによよりりここれれにに代代わわるる書書類類及及びび帳帳簿簿をを備備ええたたるるととききはは、、ここのの限限りりでで

    ははなないい。。  

（（１１））寄寄附附行行為為  

（（２２））理理事事、、監監事事、、評評議議員員等等及及びび職職員員のの名名簿簿並並びびにに履履歴歴書書  

（（３３））許許可可、、認認可可等等及及びび登登記記にに関関すするる書書類類  

（（４４））寄寄附附行行為為にに定定めめるる機機関関のの議議事事にに関関すするる書書類類  

（（５５））収収入入、、支支出出にに関関すするる帳帳簿簿及及びび証証拠拠書書類類  

（（６６））資資産産、、負負債債及及びび正正味味財財産産のの状状況況をを示示すす書書類類      

（（７７））処処務務日日誌誌  

（（８８））そそのの他他必必要要なな書書類類及及びび帳帳簿簿  

  ２２  前前項項のの書書類類及及びび帳帳簿簿ののううちち、、第第１１号号かからら第第４４号号及及びび第第６６号号にに係係るるももののはは永永年年、、第第

５５号号にに係係るるももののはは１１００年年以以上上、、第第７７号号及及びび第第８８号号にに係係るるももののはは３３年年以以上上保保存存すするる

ももののととすするる。。  

  ３３  第第１１項項第第１１号号、、第第５５号号及及びび第第６６号号のの書書類類並並びびにに役役員員名名簿簿はは、、ここれれをを一一般般のの閲閲覧覧にに供供すするるもものの

ととすするる。。  

  

  （（細細則則））  

  第第４４２２条条  ここのの寄寄附附行行為為にに定定めめるるももののののほほかか、、ここのの法法人人のの運運営営にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、

    理理事事会会及及びび評評議議員員会会のの議議決決をを経経てて、、会会長長がが別別にに定定めめるる。。  

  

  

  

    附附    則則（（平平成成２２２２年年７７月月１１３３日日））  

  

      ここのの寄寄附附行行為為のの改改正正規規定定はは、、主主務務大大臣臣のの認認可可ががああっったた日日かからら施施行行すするる。。  

        

  

  

  

  

  

  



  


